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船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 モーターボート 蛭子丸 

   船舶番号 ２８０－２７６０９愛媛 

   総トン数 ５トン未満（長さ６.０１ｍ） 

 

   事故種類 転覆 

   発生日時 平成２０年９月２１日 １０時５０分ごろ 

   発生場所 香川県多度津町多度津港 

         多度津港西防波堤灯台から真方位１５６°４５０ｍ付近 

         （概位 北緯３４°１６．７′ 東経１３３°４４．３′） 

 

 

平成２１年９月１０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 モーターボート蛭子丸
えびすまる

は、船長が１人で乗り組み、愛媛県三島川之江
み し ま か わ の え

港を出港し、

香川県多度津
た ど つ

町多度津港沖で釣りを行っていたが、天気の悪化が予想されたので、多

度津港内に避難し、係留中の大型船の船首付近で漂泊していたところ、平成２０年９

月２１日（日）１０時５０分ごろ強風により転覆した。 

 蛭子丸は、機関及び機器類が海水に濡れて使用不能となったが、死傷者はいなかっ

た。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官 
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（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１０月５日、１６日、１２月１１日、１５日、２２日、平成２１年１

月８日、９日、１４日、１９日、２０日、４月２４日 口述聴取 

  平成２０年１０月２４日、平成２１年３月９日 現場調査及び口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、蛭子丸（以下「本船」という。）船長の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

 船長は、事故前日の平成２０年９月２０日に自宅のテレビで天気予報を確認し、強

風等の注意報が発表されていないことを知った。また、出港時については、天気曇り

で、海上が平穏との予報であったので、香川県全域に雷注意報が発表されていること

に気付かないまま釣りに出かけることとした。 

 本船は、翌２１日０７時００分ごろ、船長が１人で乗り組み、いいだこ釣りの目的

で、愛媛県三島川之江港を出港し、香川県多度津港の北西５００ｍ付近の釣り場に向

かった。 

 船長は、０８時３０分ごろ同釣り場に到着し、船尾にスパンカーを展張して流し釣

りでいいだこ釣りを行っていたところ、北西方の空が暗くなって落雷があり、天気の

悪化が予想されたので、最寄りの多度津港内に避難することとした。 

 船長は、１０時２０分ごろ多度津港西防波堤灯台（以下「西防波堤灯台」という。）

から２９６°（真方位、以下同じ。）４６０ｍ付近を発進して多度津港内に向かい、造

船所の岸壁に長さ約２００ｍの大型船が船首を南東方に向けて係留していたので、大

型船の近くにいれば、風向にかかわらず強風を防ぐことができると思い、１０時３０

分ごろ大型船の船首付近で天幕（オーニング）とスパンカーを展張したまま漂泊した。 

 本船は、西防波堤灯台から１５６°４５０ｍ付近で船首を北東に向けて漂泊してい

たとき、風向が急変して風が強くなり、波高が約１ｍになったため、大型船に接触し

ないように操船中、強風を右舷側から受けて一瞬のうちに転覆した。 
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 本事故の発生日時は、平成２０年９月２１日１０時５０分ごろで、発生場所は、西

防波堤灯台から１５６°４５０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定転覆位置図、写真１ 本船船体（１）、写真２ 本船船体（２） 参 

 照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長の口述によれば、救命胴衣は着用しておらず、転覆した船内に閉じ込められた

が、自力で船外に脱出し、船体につかまって漂流中、付近の船舶に救助された。負傷

はしなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、本船は、天幕及びスパンカーが脱落し、機関及び機器類が海

水に濡れて使用不能となった。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ５７歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 平成３年８月２８日 

      免許証交付日 平成１８年８月２７日 

             （平成２３年８月２７日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴 

    船長の口述によれば、平成３年に四級小型船舶操縦士免許を取得し、同年、

本船を購入した。釣りには、１～３月の冬期を除くと、多いときは夜釣りなど

を含めて月に７～８回、主に多度津港沖、四
し

阪
さか

島、魚島周辺で釣りを行ってい

た。 

  (3) 船長の健康状態 

    船長の口述によれば、本事故時、健康状態は良好で、視力、聴力とも正常で

あった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２８０－２７６０９愛媛 

  船 籍 港  愛媛県四国中央市 

  船舶所有者  個人所有 



 - 4 -

  総 ト ン 数  ５トン未満 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ６.０１ｍ×１.９２ｍ×０.４９ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ６６.２０kＷ（連続最大） 

  推  進  器  プロペラ１個 

  用    途  釣り船 

  航 行 区 域  平水区域 

  最大搭載人員  旅客６人、船員１人計７人 

 

 2.5.2 積載状態 

  船長の口述によれば、本船甲板上には、釣り道具のみで重量物等は積載されてい

なかった。喫水は、船首約０.３０ｍ、船尾約０.４０ｍ、乾舷は、船首約０.９９ｍ、

中央部約０.６０ｍ、船尾約０.６２ｍであった。 

 

 2.5.3 設備、性能等 

  船長の口述によれば、航海計器は、魚群探知機を兼ねたＧＰＳプロッターを装備

していた。事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、物入れ等の

開口部は閉鎖されていた。 

  また、本船は、船体中央部の操縦席上部から船尾にかけて甲板上高さ約１.８ｍの

ところに長さ約２.８ｍ、幅約２.１ｍの四角形の天幕を張っていた。スパンカーは、

底辺約１ｍ、上辺約０.５ｍ及び高さ約１.５ｍの台形であった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 高松地方気象台の発表状況 

   (1) 天気予報 

     高松地方気象台発表の事故当日０６時の天気予報によれば、香川県の予報

は、次のとおりであった。 

     曇りで昼過ぎから夕方にかけて雨で所により雷を伴う。西の風で日中は北

西の風、降水確率は、０６～１２時まで４０％、１２～１８時まで５０％ 

   (2) 警報・注意報等 

     事故当日の高松地方気象台の警報・注意報等の発表状況は、次のとおりで

あった。 
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     ０１時５３分 雷注意報∗1（香川県全域） 

     １０時４８分 大雨、雷、洪水注意報（中讃地域∗2） 

     １１時２０分 大雨と落雷及び突風∗3に関する香川県気象情報 第１号 

 

 2.6.2 気象観測値 

  事故発生場所の南東約１.３㎞に位置する多度津特別地域気象観測所の事故当日

の観測値は、次のとおりであった。 

           風向・風速   最大瞬間風速の風向・風速 降水量 

   １０時００分 北東   ２.３m/s  －     －     － 

   １０時１０分 北東   ２.５m/s  北北東  ３.９m/s   － 

   １０時２０分 東北東  ２.２m/s  北東   ４.０m/s   － 

   １０時３０分 東    ２.８m/s  東    ４.１m/s   － 

   １０時４０分 東    ３.５m/s  東    ７.４m/s   － 

   １０時５０分 南南東  ５.８m/s  南西  １６.５m/s   ２.５mm 

   １１時００分 西北西 １０.４m/s  西北西 ２２.５m/s  １４.５mm 

   １１時１０分 北北西  ７.４m/s  北西  １６.２m/s   ３.５mm 

 

 2.6.3 潮汐 

  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、多度津港に隣接する丸亀港における事故当日

の潮汐は、次のとおりであり、事故発生時は、上げ潮の中央期であった。 

  丸亀（北緯３４°１８′東経１３３°４８′） 

   ０８時４１分 潮高 ５８㎝ 

   １５時３７分 潮高 ２９７㎝ 

 

 2.6.4 乗組員等の観測 

   (1) 船長の口述によれば、釣り場を発進したときには、多度津港北西方で落雷

があり、風が強くなり始めていたが、波がブルワークを越えて船内に打ち込

むことはなかった。転覆前に右舷側から急に強風を受けて船体が傾き、天幕

とスパンカーが風を受けてはらみ、天幕を留めるひもが切れた。 

   (2) 事故発生場所の南西約０.３km にある造船所関係者（以下「造船所関係者」

                         
∗1  「雷注意報」とは、高松地方気象台の雷注意報発表基準によれば、落雷等により被害が予想され 

 る場合に発表されるものをいう。 
∗2  「中讃地域」とは、香川県丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡及び仲多度郡（多度津町ほか）の 

 区域をいう。 
∗3  「突風」とは、急に吹く強い風で、継続時間の短いものをいう。種類には、竜巻、ダウンバース 

 ト、ガストフロント、塵旋風等がある。 
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という。）の口述によれば、造船所のクレーンに設置された風速計（地上から

の高さ約６０ｍ）が、２１日１１時００分ごろ最大瞬間風速４５m/s を記録

した。 

   (3) 事故発生場所の南西約０.９km にある多度津港旅客船桟橋に着桟しようと

していた旅客フェリー甲板部乗組員の口述によれば、１０時ごろ佐柳
さ な ぎ

島本浦
ほんうら

を出港したころは、黒い雲が出て雷が鳴っていたが、風は強くなく、雨も降

っていなかった。１０時２５分ごろ高見島高見港を出たころ雷がひどくなり、

多度津港内の造船所の前を通過したころに強い雨が降ってきた。多度津港旅

客船桟橋に着桟する約３分前、造船所岸壁に係留中の大型船付近を通過した

とき、転覆している船はいなかった。１０時５０分ごろ着桟しようとしたと

き、強い西風が吹いていた。強風が吹き始めて５分くらいは機関を使って圧

流されないよう桟橋に押しつけていた。 

 

 2.6.5 天気概況及び被害状況 

  高松地方気象台刊行の「香川県の気象」（平成２０年９月）によれば、事故当日の

天気概況及び被害状況は、次のとおりであった。 

   (1) 天気概況 

     西日本付近には前線が停滞し、前線に向かって南から湿った空気が流れ込

んでいた。また、上空には寒気が流れ込んでおり、四国地方は大気の状態が

非常に不安定となっていた。この影響で、香川県では２１日昼前から昼過ぎ

にかけ、活発な積乱雲が通過して雷を伴った非常に激しい雨が降り、多度津

町及び丸亀市では竜巻とガストフロント∗4が発生し、また、三豊
み と よ

市及び多度

津町の沿岸海上で強風が吹いた。 

   (2) 被害状況 

     ２１日１１時ごろ竜巻とガストフロントによる突風により、丸亀市、多度

津町の１５３棟の屋根瓦等が破損した。また、同日１０時３０分ごろから 

    １１時ごろにかけ、三豊市詫間
た く ま

町や多度津町の沿岸海上で強風が吹き、転覆

事故が相次いだ。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 多度津港（港則法適用港）は、香川県中央部にあり、同港の北東側に丸亀港（同法

                         
∗4  「ガストフロント」とは、最盛期あるいは衰弱期の積乱雲において、降水粒子の融解や蒸発に  

 よって冷やされた空気が雲底下にたまり、地表では局所的な高気圧が形成されて、冷気が周囲へと流 

 れ出すようになるが、この流れ出す冷気の先端をいい、通過時には突風が吹き気温が急降下する。 

 （出典：気象科学事典、日本気象学会編、東京書籍（１６年４月発行）） 
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適用港）が隣接しており、南西側約４海里に詫間港（同法適用港）がある。 

 転覆場所は、多度津港内の今治造船所多度津第２号護岸付近であり、造船所関係者

の口述によれば、事故当日同護岸には、長さ約２００ｍの大型船が船首を南東に向け

て右舷付けで係留されていた。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経緯 

   (1) ２.１から、本船は、１０時２０分ごろ西防波堤灯台から２９６°４６０ｍ

付近を発進して多度津港内に向かい、１０時３０分ごろ係留中の大型船の船

首付近で漂泊したものと考えられる。 

   (2) ２.１から、本船は、大型船の船首付近で船首を北東に向けて漂泊していた

が、風向が急変して右舷側から突風を伴う強風を受けたことにより、転覆し

たものと考えられる。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、事故発生日時は、平成２０年９月２１日１０時５０分ごろで、事故発

生場所は、西防波堤灯台から１５６°４５０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶 

     ２.５から、本船の船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったもの

と考えられる。 

     本船には、天幕及びスパンカーが展張されていたものと考えられる。 

 

 3.2.2 気象に関する解析 

  ２.１、２.６及び２.７から、事故当日四国地方は、大気の状態が非常に不安定に

なっていたことから、事故当時、事故発生場所付近においても、天気及び風向が急

変し、突風を伴う強風が吹いていたものと考えられる。 

  なお、多度津特別地域気象観測所の記録によると、１０時４０分ごろは、東の風、
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最大瞬間風速７.４m/s であったものの、１０時５０分ごろには南西の風、最大瞬間

風速１６.５m/s となっていた。 

 

 3.2.3 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.6.1、2.6.4、3.1.1(2)及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

   (1) 船長は、前日の天気予報で強風等に関する警報・注意報が発表されていな

いことを知り、当日、香川県全域に雷注意報が発表されていることに気付か

ず、出港時の天気は曇りで、海上が平穏で雨が降っていなかったことから、

出港前には突風を伴う強風が吹くことを予想できなかったものと考えられる。 

   (2) 船長は、いいだこ釣りを行っていたところ、北西方の空が暗くなって落雷

があったため、天気の悪化を予想して、最寄りの多度津港内に避難したもの

と考えられる。 

   (3) 船長は、多度津港内の大型船の付近にいれば風が避けられると思い、大型

船の付近で漂泊したものと考えられる。 

   (4) 本船は、天幕及びスパンカーを展張したまま漂泊していたものと考えられ

る。 

   (5) 本船は、船首を北東に向けて漂泊中、風が強くなり始めたので、大型船に

接触しないように操船中、右舷側から突風を伴う強風を受け、転覆したもの

と考えられる。 

   (6) 突風を伴う強風を受けて転覆したのは、天幕及びスパンカーを展張してい

たことが関与した可能性があると考えられる。 

  以上のことから、天気の悪化を予想して、多度津港内に避難して漂泊中、突風を

伴う強風を受けたことにより、転覆したものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本船が、香川県多度津町多度津港において、天気の悪化を予想して同港

内に避難し、係留中の大型船付近で漂泊中、大気の状態が非常に不安定になっていた

ことから、天気が急変して右舷側から突風を伴う強風を受けたため、転覆したことに

より発生したものと考えられる。 

 天気が急変して突風を伴う強風が吹くことについては、船長が出港前に見たテレビ

の天気予報及び出港時の気象状況等からは、予想できなかったものと考えられる。 
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付図１ 推定転覆位置図 

風向 西寄り

風向 南南東

（事故発生時） 
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写真１ 本船船体（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船船体（２） 

 




